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令和 7 年度 

オプション健診を付加した特定健康診査等業務委託 

（協会けんぽ主催の集団健診の実施） 

実施要領 
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１ 受託者の選定方法 

 受託者の選定は公募により行う。応募は仕様書に定める受託申請書等（様式 1、

３、及び４）を全国健康保険協会鳥取支部（以下、「鳥取支部」という）へ提出するこ

とにより行う。受託者は 1 者に限らず、応募のあった者のうち受託要件を満たした者

とする。 

 受託者の決定は、鳥取支部より別途通知することにより行う。 

 

２ 受託者決定後の実施方法 

 本業務は、次の方法により実施する。 

（１）鳥取支部と受託者は健診日程や会場について、連絡調整を行い、速やかに確定

させる。原則、申請時に計画した日程及び会場で健診を実施することとする。 

（２）鳥取支部は、受診対象者へ、申込先を鳥取支部とする集団健診の案内状を送付

する。受付締切は、各健診実施日の 3 週間前を目安に設定する。 

（３）鳥取支部は、健診希望者からの申し込みの受付を行い、受託者ごとに申込者の

一覧表を作成する。 

（４）鳥取支部は、作成した申込者の一覧表のデータを取りまとめ、受託者に随時送

付する。 

（５）受託者は、健診実施日の１週間前までに、健診申込者に対して健診の案内等を

送付する。 

（６）受託者は、決定した日時・会場にて集団健診を実施する。 

（７）特定健診の実施に当たり、健診当日に特定健診受診対象者が持参する受診券

（セット券）とマイナ保険証等を突合のうえ、受診資格の確認を行う。 

（８）受託者は、健診実施日から２週間以内を目途に、受診者へ健診結果を発送す

る。 

（９）受託者は、特定健診等の申込状況および実施状況を鳥取支部の求めに応じて報

告する。 

（10）受託者は、「５.費用の請求について」に定める費用の請求並びに実施結果報告

を遅滞なく行い、鳥取支部はこれに対する支払いを遅滞なく行う。 

（11）受託者は、実施業務の処理件数を管理し、（仕様書様式 2）「業務完了報告書」

及び受診者の一覧を作成し、実施期間の完了後すみやかに鳥取支部に提出する。 

（12）鳥取支部より提供した申込者のデータについては、（仕様書様式６）「特定健診

（集団健診）の実施に伴う申込者データ受渡票」に添付のうえ、実施機関の完了

後すみやかに鳥取支部へ返却する。 

（13）その他詳細事項については、鳥取支部担当者と別途協議し決定する。 

 

３ 実施規模 

受診対象者は、被保険者の登録住所が鳥取県内である全国健康保険協会加入の被扶
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養者のうち 40 歳以上 75 歳未満（当該年度 75歳に到達する者については、誕生日

前日までの者。）の者とし、以下の人数を見込む。 

 

・対象者数：約１１，０００人 

 

４ 個人情報保護措置、セキュリティ対策 

（１）個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年第 57 号）

等関係法令のほか、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」等の遵守を徹底すること。 

（２）受託者は、鳥取支部より個人情報を含んだ媒体等の提供を受けた後は、必ず施

錠が可能な場所にて安全に保管し、業務履行場所及び保管場所については、個人

情報保護のための措置を講ずること。また、業務の履行場所より外部に持ち出し

てはならないものとし、複写複製についても禁ずる。ただし、鳥取支部の承認を

受けた場合はその限りではない。なお、受託者は本業務が完了次第、速やかに当

該媒体等を鳥取支部にセキュリティ便等を利用した配送により返却すること。 

（３）鳥取支部から提供した個人情報を含むデータに設定したパスワードは、本業務

に従事する者に限り知りうること。 

（４）上記のほか、個人情報保護及びセキュリティ対策については万全を期すこと。 

 

５ 費用の請求について 

（１）特定健診の委託料は社会保険診療報酬支払基金を通じて鳥取支部に請求するこ

と。 

（２）会場使用料は各会場からの使用料請求書を添付する等により費用の内訳を明示

のうえ、各期の業務完了後、提出期限までに鳥取支部へ請求書を提出すること。 

       提出期限：令和 8年 4 月 6 日 

（３）オプション健診実施基準（仕様書別添１）に基づくオプション検査の委託料

は、特定健診実施後、健診実施月の翌月 10日までに、業務完了報告書（仕様書

様式 2）を添えて鳥取支部に請求すること。但し、最終請求期限は令和 8 年４月

6 日(必着)とする。 

なお、検査結果については、別紙による作成も可とする。 

 

６ その他 

（１）申込者僅少の場合でも鳥取支部からの再勧奨は行わない。 

（２）当該業務に疑義が生じた場合は、鳥取支部と受託者との間において協議のうえ

決定することとする。 


